
【釜石市新市庁舎建設（建築主体）工事】入札参加資格に関する質問の回答一覧表

項　目　名 頁

1 2　入札参加資格要件等 6 「庁舎の同種・同類とする建築物」に魚市場が該当するか、ご教示をお願い致します
魚市場は「建築物の類型」一の物流施設に該当するため、「庁舎の同種・同類
とする建築物」には該当しません。

2 3　入札参加申請 14
現場代理人又は監理技術者としての従事期間が、工期の１/２以上従事していれば実績として評
価されるのか、ご教示をお願いします。

現場代理人又は監理技術者としての従事期間は、全期間従事により評価対象
となります。

3 3　入札参加申請 14
共同企業体代表者の監理技術者は施工実績数量として共同企業体の施工全数量を評価するの
か、ご教示をお願いします。

14頁のB-1，B-2は現場代理人又は監理技術者の施工実績となりますので、
代表者か構成員かは問いません。

4
釜石市新市庁舎建設(建築主体)工
事応募要項

10
3－2「入札参加資格書類の提出」について、様式3「特定建設工事共同企業体協定書」を1部
提出とありますが、写しの提出でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5
釜石市新市庁舎建設(建築主体)工
事応募要項

10
3－2「入札参加資格書類の提出」について、ファイル提出等の取り纏め指定があればご教示
ください。

特に指定はございません。

質問
番号

質　問　に　つ　い　て

質　問　内　容　（原文のまま）　
応　募　要　領

回　　　　　答
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6
釜石市新市庁舎建設(建築主体)工
事応募要項

13
6「審査における評価項目、優先交渉権者等の決定」(3)評価点の算定に記載の基準価格と
は何かご教示ください。

基準価格とは、今回の総合評価落札方式において「工事品質を担保すること
が可能」と市が考える価格となります。

7
釜石市新市庁舎建設(建築主体)工
事応募要項

13
6「審査における評価項目、優先交渉権者等の決定」(3)評価点の算定について、当競争入札
においては入札例規に基づく最低制限価格の設定があるという認識でよろしいでしょうか。

当該入札において、最低制限価格は設けておりません。

8
釜石市新市庁舎建設(建築主体)工
事応募要項

5
１「基本事項」(8)実施設計図書等の配布図書について、受領データExcelに様式8-3工事設
計書がございません。

配付CD-Rに様式8-3工事設計書がございます。

9 様式5　配置技術者施工実績申告書 1
様式5「配置技術者施工実績申告書」の配置術者氏名欄の押印は、配置技術者の印でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。（認印可）

10 様式5　配置技術者施工実績申告書 1
様式5「配置技術者施工実績申告書」の雇用について証明書は、保険証の写し等及び、各社
任意書式による在籍証明でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
例）保険証の写し、社員証の写し、任意の書式による在籍証明書（代表者印の
押印が必要）等
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11 様式5　配置技術者施工実績申告書 1

（注意事項）①「現場代理人と監理技術者を兼務しない場合は、それぞれの技術者の実績を
提出してください。」とありますが、この場合、【面積】【構造】それぞれの実績評価は、各人の
従事実績に基づき評価点が高い方が評価点として採用されるということでよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

12 様式6　企業施工実績申告書 1
申告書での施工実績は、あくまでも会社としての実績申告であり、当工事における配置技術
者との関連性はなくても問題ないという認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

13
釜石市新市庁舎建設(建築主体)工
事応募要項

11
4「入札及び提案書など」質問の受付について、4月28日の期限は17時迄でよろしいでしょう
か。

4月28日（金）17時00分まで（必着）とします。

※この質問を受けて応募要領を加筆しました

14 応募要領 6,21

共同企業体の代表者の配置技術者の要件について確認させて頂きます。
「日本国内で平成２５年４月１日以降において、完成、引渡しが完了した別表１「庁舎の同種・同
類とする建築物」（以下「庁舎の同種・同類とする建築物」という。）・・・」とあります。
「庁舎の同種・同類とする建築物」とは、「別表１」の表に記載されている建築物の類型「四　業務
施設」、「七　教育施設」、「八　専門的教育・研究施設」、「十　医療施設」、「十二　文化・交流・公
益施設」建築物の用途について網掛されている用途であると理解してよろしいでしょうか。
また、庁舎の施工実績も認められると考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。また、庁舎の施工実績も認められます。

※この質問を受けて応募要領を加筆しました。

15 様式５
配置技術者施工実績申告書について質問します。
配置技術者の氏名の記入欄に押印が必要ですが、使用する印鑑は認印(登記されていない印
鑑)で良いと考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

※質問番号９と同様
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16 様式５

配置技術者施工実績申告書について質問します。
この書類に記入する施工実績の面積実績については、応募要領の６ﾍﾟｰｼﾞ、８ﾍﾟｰｼﾞに示されてい
る延床面積の要件を満たす必要があり、構造実績は同延床面積の要件は問われないと考えて
宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
なお、構造実績は入札参加資格要件ではありませんが、応募要領14頁「B-2　配
置技術者の施工実績【構造】」に基づいて加点があります。

17 様式３
入札参加申請書類等の提出時において提出する特定建設工事共同企業体協定書（様式３）は、
その写しを提出すれば良いと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
※質問番号４と同様

18
応募要領
配置技術者施工実績申告書

6
共同企業体の代表者が当該工事に専任で配置する技術者は、現場代理人又は監理技術者とし
て従事した施工実績として申告する工事の全工期にわたり従事していることが必要になると考え
て宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

19 工事応募要領 10 配置技術者施工実績申告書について、1名だけではなく複数名申告してもよろしいでしょうか。
可とします。但し、複数名での申告を行った場合の評価方法として、応募要領14頁
「B　実績評価」のうち、B-1及びB-2の合計点が最も低くなる者の点数を採用する
ものとします。

20 工事応募要領 10
施工実績を証明する資料として、コリンズ登録の写し等を添付と記載がありますが、ない場合は
契約書並びに竣工図の写しでもよろしいでしょうか。

企業の施工実績を証明する資料としては工事名、発注者、用途、構造、規模、階
数、工期等が確認できる契約書、竣工図などの写しを提出してください。
配置技術者の施工実績を証明する資料としては、上記記載の書類ほか、任意の
様式任意の書式による書類（代表者印の押印が必要）などの写しを提出してくださ
い。
なお、当該資料の提出を追加で依頼する場合があります。
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21 工事応募要領 10
雇用証明及び資格の写しを添付と記載がありますが、雇用証明は健康保険証の写しと考えてよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
※質問番号１０と同様

22 工事応募要領 10 従事証明はコリンズがない場合、当社証明印のある経歴書と考えてよろしいでしょうか。

【配置技術者の雇用証明】
保険証の写し、社員証の写し、任意の書式による在籍証明書（代表者印の押印が
必要）等を提出してください。

【配置技術者の施工実績を証明する資料】
上記記載の書類ほか、任意の様式任意の書式による書類（代表者印の押印が必
要）などの写しを提出してください。


